
三重県U18部会　リーグ戦支出規定

競技会を開催するにあたり、下記の支出項目とする。

①旅費交通費（交通費・日当）

　・交通費　　 一律１，０００円とする。

※ただし、チーム帯同の場合は支給しない。

②諸謝金　　

　・審判費 １試合担当　１，０００円を支給する。

　・会場運営協力金 １日半面　２，０００円（会場準備などの謝礼）　※縦３試合以上借用の場合

※2つのブロックの合同開催で１日借用の場合は、1,000円ずつを支出。

半日半面　１，０００円（会場準備などの謝礼）　※縦２試合までの場合

③報償費

　・優勝盾 各ブロックの優勝チームに授与

①旅費交通費（交通費）     ②諸謝金（審判費・会場運営協力金）    ③報償費（優勝盾）
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